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墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可等の事務処理要領

（趣旨）
第１条 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号。以下「法」という。）により、知事
に委任された墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可等に関する事務の処理については、墓地、埋葬
等に関する法律施行規則（昭和２３年厚生省令第２４号）、墓地、埋葬等に関する法律条例（平成
１２年徳島県条例第２９号。以下「条例」という。）及び墓地、埋葬等に関する法律施行細則（平
成元年徳島県規則第５３号。以下「細則」という。）に定めるもののほか、この要領の定めるとこ

ろによる。

（墓地等の許可の基準）
第２条 法第１０条第１項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場（以下「墓地等」という。）の経営
の許可及び法第１０条第２項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許

可は、その経営にかかる者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地等が次条及び条例第２
条に規定する基準のうち、それぞれに該当する基準に適合していると認めるときに、許可をするこ
とができるものとする。
(1) 市町村又はその組合（以下「市町村等」という。）
(2) 宗教法人

(3) 社会福祉法人。ただし、当該施設に収容されている者の使用に供するもので、納骨堂の経営に
係るものに限る。

(4) 災害の発生又は公共事業の実施等の理由により既存の墓地等を移転しなければならない事由が
生じた者

(5) 山間その他交通が著しく不便で、かつ、付近に共同の墓地等が設置されていない場所に居住し

ている者
(6) 納骨堂又は火葬場の施設を老朽等の事由により、その施設の場所において改築をしようとする
者

（墓地等の設置場所の基準）
第３条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならないものとする。ただし、公衆

衛生その他公共の福祉の見地から、特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 国道、県道及び主要な市町村道に接近した場所でないこと。
(2) 病院、老人ホームその他の公共的施設からおおむね１００メートル以上離れていること。
(3) 墓地にあっては、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

（墓地等の経営の許可等の申請書類）
第４条 細則第２条第１０号の「知事が必要と認める書類」とは、次のとおりとする。
(1) 他の法令の規定により許可、認可その他の処分又は届出その他の手続きを要する場合にあって
は、当該許可等の手続きを完了したことを証する書類

(2) 墓地等に隣接している土地の所有者及び周辺に居住する者の同意書

(3) 市町村等にあっては、墓地等の設置に関し、議会の議決を要する場合には議決書の写し
(4) 宗教法人にあっては、墓地等の設置に関し、当該法人の規則等及び設立の根拠となった法令に
定められた必要な手続きをしたことを証する書類並びに資金計画書

(5) 第２条第４号に規定する災害の発生等にあっては、その内容を明らかにした書類



２ 細則第３条第１項第５号の「知事が必要と認める書類」とは、区域を拡張する場合にあっては、
前項第１号から第４号の規定を準用する。

３ 細則第３条第２項第５号の「知事が必要と認める書類」とは、施設の土地を拡張する場合にあっ
ては、第１項第１号から第４号の規定を準用する。

（墓地等の廃止の許可の申請書類）
第５条 細則第４条第２号の「知事が必要と認める書類」とは、次のとおりとする。

(1) 市町村等にあっては、墓地等の廃止に関し、議会の議決を要する場合には議決書の写し
(2) 宗教法人にあっては、墓地等の廃止に関し、当該法人の規則等及び設立の根拠となった法令に
定められた必要な手続きをしたことを証する書類

附 則

１ この要領は、平成１５年６月２４日から施行する。
２ 平成元年６月１６日保健第７３０号徳島県保健環境部長通知は、廃止する。


